
高齢者肺炎球菌感染症予防接種を受ける方へ（説明書）

肺炎球菌ワクチンの効果

肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれる細菌です。
唾液などを通じて飛まつ感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い
合併症を引き起こすことがあります。
肺炎は長年わが国の死亡率の上位となっており、成人の肺炎のうち3割
程度は肺炎球菌が原因と考えられています。
予防接種を受けておくことで、肺炎球菌の感染予防や重症化の予防に
なります。

肺炎球菌ワクチンを接種した後にみられる主な副反応には、

接種部位の症状（腫れ・痛み・赤みなど） 、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛
などがあります。
また、非常にまれですが、重大な副作用がみられる場合があります。

アナフィラキシー様症状（じんましん、呼吸困難、血管浮腫等）
重大な副作用は、接種後30分以内に生じることがほとんどです。
その他にも、血小板減少、知覚異常、ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎
様反応等がみられることがあります。気になる症状があらわれたらすみやかに医師の診
察を受けてください。
※ 高齢者肺炎球菌予防接種（２３価肺炎球菌ワクチン）を受けたことがある方が5年間
の間隔を空けずに同じ予防接種を受けた場合、接種部位の症状（腫れ・痛み・赤みなど）
が初回よりも頻度や症状の程度が強く発現することがあります。過去の接種暦をよく確
認することが必要です。

肺炎球菌ワクチン予防接種について、説明書をよく読み、効果や副反応、
健康被害救済制度などをよく理解した上で接種をするかご判断ください。
気になることや分からないことがあれば予防接種を受ける前にかかりつけ
医や健康福祉課に質問をしましょう。
十分に納得ができない場合には、接種を見合わせましょう。

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

① 予防接種を受けた後24時間はなるべくゆっくり過ごすように心がけ、副反応
（健康状態の変化）を観察しておきましょう。
特に接種後30分以内は急激な健康状態の変化に注意しましょう。

② 予防接種当日の入浴は問題ありません。
接種部位をこすらないようにしましょう。

③ 予防接種後は接種部位を清潔に保ちましょう。
激しい運動や大量の飲酒は避けるようにしてください。

④ 予防接種後、接種した部分の異常反応や体調の変化がある場合には
速やかに医師の診察を受けましょう。
予防接種後の異常によって診察を受けた場合には、
大木町役場健康福祉課 32-1028 までご連絡お願いします。

予防接種後の副反応



予防接種救済制度について

予防接種法に基づく予防接種による健康被害（入院を必要とする程度の疾患や障害又は
死亡等。通常おこり得る副反応は除く。）には、救済制度を利用することができます。
予防接種との因果関係は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、
別の要因（予防接種の前や後に紛れ込んだ病気など）ではないかなど
国の審査会で審議が行われ、審議の結果から厚生労働大臣が認定し
た場合に認められます。救済制度による給付は、健康被害の程度に
応じて、医療費、医療手当て、障害年金、遺族年金、遺族一時金、
葬祭料等、法律で決められた金額が支給されます。
※ 給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師・大木町役場健康福祉課にご相談ください。

予防接種を受けることができない人
① 接種当日、明らかな発熱がある人
② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
③ 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショックを起こしたことがある人

（他の医薬品投与でアナフィラキシーショックを起こしたことがある人は医師に必ず
伝えること）

④ その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けるに際し、医師によく相談が必要な人

① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患 などの基礎疾患がある人
② 過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある人
③ 過去に免疫不全の診断を受けたことがある人および近親者に先天性免疫不全症

の者がいる人
④ これまでの予防接種で、接種後２日以内に発熱・発疹等の
アレルギーを疑う症状がみられた人

⑤ 接種しようとする予防接種の成分に対してアレルギーを起こす
可能性がある人

※上記に該当する方だけでなく、心配な方は事前によく医師に相談してください。

他の予防接種との接種間隔
新型コロナワクチン予防接種との接種間隔は13日です。
どちらかを先に受けた場合には、13日以上の間隔を空けて次の予防接種を受けましょう。
インフルエンザ予防接種との接種間隔は必要ありません。医師が必要と認めた場合には、
同時に接種を受けることもできます。
高齢者のインフルエンザ予防接種は10月～12月に実施予定です。

高齢者肺炎球菌のワクチンは「２３価肺炎球菌ワクチン」と「１３価肺炎球菌ワクチン」
の２種類があります。「１３価肺炎球菌ワクチン」は定期接種として使用できません。
過去に「２３価肺炎球菌ワクチン」受けたことがある方は、定期接種として再度「２３価肺炎球菌ワクチン」
を受けることはできません。「１３価肺炎球菌ワクチン」に関しては、過去に受けたことがある方でも「２３
価肺炎球菌ワクチン」を定期接種として受けることができます。

予診表は医師にとって大切な情報となります。接種前に接種を受ける方が
責任を持って記入しましょう。質問表は代理の方でもかまいませんが、被
接種者署名は可能な限り接種を受ける本人で記載しましょう。（代理の方
が記載される場合は、続き柄を記載ください。）


